








感染症の予防及びまん延の防止のために講ずべき措置は①から③となります。

①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（「感染対策委員会」）
⇒ 利用者の状況など事業所の状況に応じ、定期的（※①）に開催するとともに、必要に応じ

随時開催する必要があり、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
②感染症の予防及びまん延の防止のための指針

⇒ 平常時の対策及び発生時の対応を規定し、連絡体制を整備すること等が必要です。
③ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

従業者に対する研修は、定期的（※③）に開催するとともに、新規採用時にも感染対策研修を
実施することが望ましいとされています。
また、研修の実施内容についても記録することが必要です。平時から、実際に感染症が発生した
場合を想定し、発生時の対応について、訓練を定期的（※③）に行うことが必要です。

詳細については、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マ
ニュアル」もご参照ください。

※委員会の開催、研修及び訓練について、「定期的」な回数が下記のとおりサービス等
ごとに異なりますのでご注意ください。
居宅介護系・就労定着支援・自立生活援助・相談系
※①・・・おおむね６カ月に１回 ※③・・・年に１回

通所系（障害者・障害児）・住居系・施設入所支援
※①・・・おおむね３カ月に１回 ※③・・・年に２回



～業務継続計画の策定及び計画に従い講ずべき措置～

〇研修及び訓練の実施について
従業者に対する研修は、定期的（※）に開催するとともに、新規採用時にも研修を実施するこ

とが望ましいとされています。また、研修の実施内容についても記録することが必要です。
また、感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習等を定期的（※）に行うことが必要

です。
※感染症の業務継続計画に係る研修及び訓練は、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び
訓練と一体的に実施しても差し支えないとされています。

研修及び訓練について、「定期的」な回数が下記のとおりサービス等ごとに異なります
のでご注意ください。
施設入所支援・・・年２回
施設入所支援以外・・・年１回



～業務継続計画の策定及び計画に従い講ずべき措置～

業務継続計画に記載すべき事項です。





～非常災害対策計画の策定等に関する留意事項について～

非常災害対策計画に盛り込む項目例について記載のとおりです（厚労省通知より）。

※実際に災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる実効性のあるものとすることが重要です。
各事業所の状況や地域の実情を踏まえた内容としてください。



～非常災害対策計画の策定等に関する留意事項について～

非常災害対策計画の策定等に関する留意事項について記載のとおりです。

















様式等に変更があった場合は、メールにてお知らせします。

通知があったとおり、処遇改善加算計画書は、
令和4年度から継続して算定する場合
令和5年度から新規に算定する場合

のいずれの事業者についても、令和5年4月17日の締め切りとなります。







記載事項について補足
上記の記載事項に加え、
・事業所等の数が20以上の事業者は「法令遵守規程」を整備すること。
・事業所等の数が100以上の事業者は「業務執行の状況の監査」を定期的に行うこと。
とされておりますので、ご注意ください。



社会福祉施設等における事故・不祥事案及び感染症等発生時の報告取扱要領

に記載されている下記のようなケースが発生した場合には市への報告をお願いいたします。

(1)利用者の負傷又は死亡事故その他重大な人身事故の発生

(2) 食中毒及び感染症の発生
ア 同一の感染症若しくは食中毒又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が１週間内に２名以上
発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名以上又は全利用者の半数以上発
生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、施設長が
特に報告を必要と認めた場合
※１ 関連する法令に定める届出義務がある場合は、これに従うとともに、当該要領にも従い報告するこ
と。
※２ 感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条第１項に定める感
染症のうち、５類感染症以外のものとする。
ただし、５類感染症であっても、インフルエンザ又は感染性胃腸炎が施設又は事業所内に蔓延する等の状
態になった場合には、報告すること。

(3) 職員（従業員）の法令違反、不祥事案等の発生

(4) その他、報告が必要と認められる事故・不祥事案の発生




